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宿
谷
氏
七
騎
筆
頭
、
山
口
氏
の
事

（
『
宿
谷
氏
の
賦
』
よ
り
。
原
文
は
「
あ
ゆ
み
」
第

号
（
平
成

年
）
）

25

11

山
口

満

昨
春
、
九
十
才
の
長
寿
を
も
っ
て
他
界
し
た
亡
父
の
遺
品
整
理
を
行
っ
た
が
、
父
は
若
い
時
か
ら
読
書
を
好
み
、
そ
の
蔵

書
数
は
実
に
五
百
冊
を
超
え
る
ほ
ど
で
、
筆
者
や
家
族
に
直
接
関
係
の
な
い
書
物
は
処
分
し
た
が
、
父
が
青
年
期
に
教
員
免

許
取
得
の
た
め
の
、
旧
師
範
学
校
教
科
書
、
昭
和
初
期
の
文
学
書
、
国
文
学
書
、
動
植
物
学
書
等
を
、
町
図
書
館
、
及
び
歴

史
民
俗
資
料
館
に
六
十
余
冊
ほ
ど
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
残
冊
が
ま
だ
百
五
十
冊
ほ
ど
書
架
に
置
か
れ
て
い
る
。

書
物
処
分
の
後
、
権
利
書
等
の
重
要
書
類
の
整
理
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
当
家
覚
書
雑
書
綴
」
な
る
和
と
じ
の
一
冊
が
発

見
さ
れ
た
。
開
い
て
見
る
と
、
明
治
初
期
か
ら
大
正
年
代
に
書
か
れ
た
、
立
木
売
渡
証
書
、
上
地
貸
付
証
書
、
小
作
料
取
立

書
、
祖
父
達
の
家
族
調
書
（
写
）
等
が
大
部
分
で
あ
っ
た
が
、
巻
末
に
当
家
累
代
戒
名
と
事
蹟
書
（
過
去
帳
の
意
か
？
）
及

び
表
題
は
な
い
が
、
「
当
家
由
来
は
…
」
で
書
出
し
、
巻
尾
に
「
本
由
来
は
、
旧
主
家
、
森
田
宿
谷
氏
並
に
新
屋
敷
、
宿
谷

ア
ラ

藤
左
衛
門
氏
（
現
宿
谷
信
夫
氏
宅
）
よ
り
見
聞
、
及
び
当
家
伝
承
を
書
き
誌
す
も
の
也
」
と
結
ん
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
家

の
事
蹟
書
き
で
あ
る
。

筆
者
に
と
っ
て
は
大
変
な
発
見
で
あ
っ
た
が
、
父
は
文
学
書
、
美
術
書
、
国
文
学
書
、
漢
書
等
を
好
ん
で
愛
読
し
て
い
た

様
子
で
、
歴
史
書
に
は
さ
ほ
ど
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
、
筆
者
に
経
眼
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
父
に
と
っ
て

は
半
ば
不
用
に
近
い
文
書
で
先
代
か
ら
受
け
継
い
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

本
文
書
は
、
筆
者
の
曾
祖
父
（
久
三
郎
）
が
誌
し
た
も
の
で
、
日
付
け
が
入
れ
て
な
い
が
、
旧
、
主
家
森
田
宿
谷
氏
が
、

明
治
中
頃
故
地
を
さ
る
直
前
に
誌
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
伝
承
記
録
文
書
を
踏
ま
え
て
宿
谷
軍
団
の
中
核
を
成
す
七
騎
筆
頭
、
山
口
氏
の
推
考
で
あ
る
。
前
書
が

私
事
と
相
重
な
り
大
変
恐
縮
の
限
り
で
あ
る
が
、
御
理
解
を
賜
り
た
き
次
第
で
あ
る
。

始
め
に
、
前
書
の
文
書
を
筆
者
は
「
山
口
家
、
事
蹟
書
」
と
仮
称
し
て
稿
を
運
ぶ
事
に
す
る
（
以
下
事
蹟
書
と
し
て
記
述
）
。

事
蹟
書
の
大
半
は
、
す
で
に
筆
者
も
経
耳
し
て
い
る
し
本
誌
に
御
紹
介
し
て
い
る
が
、
新
た
に
、
事
蹟
伝
承
が
経
眼
さ
れ

る
の
で
、
当
家
に
関
連
の
あ
る
事
蹟
の
み
を
取
り
上
げ
、
若
干
の
相
も
変
わ
ら
ぬ
拙
い
筆
者
の
推
考
で
あ
る
事
を
更
に
御
理

解
賜
り
た
い
。

家
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
場
合
、
第
一
に
家
紋
の
調
査
が
基
本
で
あ
る
事
は
言
を
待
た
な
い
。

前
述
の
事
蹟
書
に
は
「
当
家
紋
所
は
、
表
紋
山
口
菱
、
裏
紋
五
三
ノ
桐
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
。

父
の
他
界
を
機
に
、
山
口
家
の
「
先
祖
累
代
之
霊
」
建
立
を
発
願
し
た
が
、
明
治
初
期
以
来
現
在
迄
い
か
な
る
理
由
か
裏

紋
を
家
（
定
）
紋
と
し
て
用
い
て
き
た
が
、
事
蹟
書
の
表
紋
「
山
口
菱
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
、
十
数
墓
の
墓
石
調
査

を
し
て
み
た
。
何
と
今
迄
気
付
か
な
か
っ
た
が
、
筆
者
の
六
代
前
迄
「
山
口
菱
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
。

「
山
口
菱
」
は
原
形
が
「
大
内
菱
」
と
相
通
じ
別
名
を
「
唐
花
菱
」
と
も
言
わ
れ
て
、
山
口
氏
を
名
乗
る
家
系
の
み
に
使

用
さ
れ
た
紋
所
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
日
本
紋
章
総
覧
）。

原
形
を
同
じ
う
す
る
「
大
内
菱
」
は
横
長
の
い
わ
ゆ
る
平
行
四
辺
形
で
あ
る
の
に
対
し
「
山

口
菱
」
は
正
方
形
の
菱
形
で
あ
る
。
従
っ
て
事
蹟
書
の
紋
所
と
一
致
す
る
事
に
な
る
が
、
裏
紋

を
家
（
定
）
紋
に
用
い
る
様
に
な
っ
た
理
由
は
本
事
蹟
書
に
は
誌
さ
れ
て
い
な
い
の
で
ま
っ
た

く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

因
み
に
、
主
家
、
宿
谷
氏
の
紋
所
は
、
表
紋
上
り
藤
、
裏
紋
軍
配
団
扇
、
幕
紋
剣
花
菱
を
用
い
て
い
る
。

宿
谷
氏
の
遠
祖
児
玉
遠
峰
は
藤
原
伊
周
の
二
子
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
表
紋
は
上
り
藤
、
裏
紋
の
軍
配
団
扇

こ
れ
ち
か

は
児
玉
党
共
通
の
紋
所
で
あ
る
が
、
幕
紋
剣
花
菱
に
関
し
て
は
目
下
の
所
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
当
家
の
表
紋
、
主
家
宿

谷
氏
の
幕
紋
は
、
共
に
菱
紋
を
用
い
て
い
る
事
に
何
ら
か
の
共
通
性
が
あ
る
様
に
推
考
し
た
く
な
る
の
は
筆
者
の
思
い
過
ご 山口菱

宿谷氏七騎筆頭、山口氏の事
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し
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
が
経
耳
し
た
伝
承
で
は
、
当
家
の
初
祖
は
、
山
口
ノ
七
郎
と
の
み
で
あ
っ
た
が
、
事
蹟
書
に
は
、「
時
久
入
道
道
意
」

と
誌
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、（
諱
）
が
時
久
で
後
年
入
道
し
て
道
意
と
号
し
た
の
で
あ
る
。

イ
ミ
ナ

従
っ
て
当
家
の
初
祖
、
宿
谷
氏
七
騎
筆
頭
は
、
山
口
ノ
七
郎
時
久
入
道
道
意
で
あ
る
事
が
本
事
蹟
書
か
ら
判
明
し
た
事
に

な
る
。
筆
者
に
と
っ
て
此
の
事
は
極
め
て
意
義
が
深
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
事
蹟
書
か
ら
一
時
は
な
れ
て
、
数
年
前
、
旧
毛
呂
山
町
農
協
理
事
を
同
期
に
勤
め
た
、
小
田
谷
地
区
の
下
田

一
氏
か
ら
忘
年
会
の
折
に
次
の
様
な
、
筆
者
の
家
と
関
連
の
あ
り
そ
う
な
話
を
経
耳
し
た
。
「
宿
谷
地
区
に
山
口
姓
の
一
家

が
あ
り
、
下
田
氏
の
曾
祖
母
は
、
此
の
家
か
ら
嫁
い
で
来
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
現
在
、
此
の
山
口
姓
の
家
は
廃
家
と
な
っ

て
屋
敷
地
、
墓
地
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
」
と
の
話
で
あ
っ
た
。

右
の
話
を
経
耳
し
た
筆
者
は
、
宿
谷
地
区
の
屋
敷
地
ら
し
い
場
所
、
共
同
墓
地
な
ど
を
、
見
聞
歩
き
し
て
み
た
が
そ
れ
ら

し
い
屋
敷
地
、
墓
地
等
は
確
認
に
至
ら
な
か
っ
た
。

同
地
区
の
「
生
き
字
引
き
」
と
言
わ
れ
た
、
市
川
平
八
郎
氏
が
存
命
で
あ
れ
ば
と
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
が
、
其
の
後
、

同
地
区
の
や
は
り
市
川
氏
か
ら
、
宿
谷
川
対
岸
の
小
字
、
粕
坂
に
屋
敷
地
ら
し
い
平
坦
地
が
あ
る
と
の
御
教
示
を
受
け
た
の

で
早
速
同
道
を
お
願
い
し
、
見
聞
し
て
み
た
が
、
比
較
的
日
当
た
り
の
良
好
な
山
す
そ
に
位
置
し
て
、
目
測
面
積
約
百
五
十

坪
ほ
ど
の
平
坦
地
で
あ
っ
た
。
同
道
の
市
川
氏
も
、
こ
こ
が
山
口
氏
の
屋
敷
地
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
の
話
で

あ
っ
た
。
同
時
に
墓
地
も
不
明
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
屋
敷
地
、
墓
地
等
の
居
住
を
裏
付
け
る
確
証
が
得
ら
れ
な
く
と
も
、
下
田
氏
の
言
で
、
宿
谷
地
区
に
山
口
姓
を

名
乗
っ
た
一
家
が
居
住
し
て
い
た
事
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

と
、
す
る
と
、
七
騎
筆
頭
の
山
口
氏
は
此
の
家
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
。
確
証
が
な
い
ま
ま
の
推
考
で
あ
る
が
、
筆

者
は
、
肯
定
す
る
の
に
い
さ
さ
か
も
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
小
田
原
の
役
後
、
発
祥
地
山
口
か
ら
主
家
に
近
い
宿
谷
の
地
に
移
住
、
帰
農
し
た
の
も
同
氏

が
鎌
倉
以
来
宿
谷
氏
重
代
の
家
宰
職
に
あ
っ
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
、
あ
ら
ぬ
か
後
年
、
江
戸
時
代
初
期
、
宿
谷
太
郎
道
重
次
男
重
右
衛
門
重
安
が
、
大
字
大
谷
木
森
田
の
地
元
分
知

の
折
、
同
氏
の
い
づ
れ
か
の
一
人
に
森
田
宿
谷
氏
の
家
宰
を
託
し
同
道
さ
せ
た
の
が
、
現
在
の
筆
者
の
家
で
あ
る
。

宿
谷
の
地
に
、
山
口
氏
が
存
在
し
た
事
実
に
よ
り
、
こ
れ
も
伝
承
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
の
思
感
通
り
、
出
来
得
れ
ば
同
氏
の
紋
所
が
「
山
口
菱
」
で
あ
る
事
を
願
う
も
の
だ
が
、
下
田
氏
に

問
う
て
も
紋
所
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
地
元
の
方
に
問
う
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

確
証
と
な
る
紋
所
が
不
明
の
ま
ま
で
、
宿
谷
の
地
に
山
口
氏
が
存
在
し
た
事
実
の
み
で
の
伝
承
の
裏
付
け
と
し
て
し
ま
っ

た
が
、
筆
者
は
確
証
が
な
く
と
も
、
事
実
で
あ
っ
た
も
の
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
再
度
事
蹟
書
の
推
考
に
戻
る
事
に
す
る
。

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
め
ず
ら
し
く
年
号
が
記
入
し
て
あ
る
。
寺
社
奉
行
左
衛
門
尉
は
七
騎
面
々
に
急
ぎ
出
府
を
催

促
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
「
諱
」
が
記
人
さ
れ
て
い
な
い
。
左
衛
門
尉
は
通
説
的
伝
承
の
光
則
な
の
か
、
そ
れ
と
も
父

行
時
で
あ
っ
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。
父
子
と
も
に
次
郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
文
永
十
一
年
は
日
蓮
上
人
が

赦
免
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
当
時
の
寺
社
奉
行
職
は
左
衛
門
尉
光
則
で
あ
っ
た
か
ら
恐
ら
く
、
子
の
光
則
の
催
促
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

本
事
蹟
は
幕
議
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
た
、
佐
渡
配
流
中
の
日
蓮
上
人
赦
免
状
を
寺
社
奉
行
職
務
と
し
て
、
宿
谷
左
衛
門
尉

光
則
か
ら
高
第
日
郎
上
人
に
手
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

此
の
赦
免
状
を
手
に
、
佐
渡
へ
出
向
く
日
郎
上
人
を
、
左
衛
門
光
則
は
、
家
臣
中
よ
り
七
騎
の
面
々
に
警
護
を
命
じ
た
も

の
と
、
筆
者
は
推
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
珍
し
く
年
号
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
日
蓮
上
人
と
、
宿
谷
氏
と

を
結
ぶ
関
連
を
示
す
も
の
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
七
騎
面
々
出
府
の
催
促
は
、
日
郎
上
人
警
護
の
任
に
当
た
る
出
府
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宿谷氏七騎筆頭、山口氏の事
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此
の
頃
よ
り
、
当
家
は
、
有
事
以
外
は
在
地
に
あ
っ
て
、
宿
谷
氏
家
宰
職
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
按
ず
る
に
、
宿
谷
氏

は
、
幕
府
要
職
寺
社
奉
行
職
に
補
任
さ
れ
て
、
鎌
倉
在
住
が
日
常
で
あ
っ
た
事
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

当
家
が
、
家
宰
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
由
は
、
七
騎
筆
頭
が
起
因
で
あ
る
事
は
言
を
待
た
な
い
が
、
宿
谷
氏
発
祥
の
最
初
の

協
力
者
で
宿
谷
氏
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
事
が
察
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

事
蹟
書
に
曰
、
当
家
に
「
鎌
倉
に
騒
動
あ
り
主
家
宿
谷
行
惟
様
は
討
死
、
五
才
の
幼
若
太
郎
重
顕
様
は
わ
ず
か
な
在
府
の

イ
ワ
ク

家
臣
達
に
護
ら
れ
て
鎌
倉
を
逃
れ
て
い
る
の
で
、
急
ぎ
救
出
せ
よ
」
と
の
知
ら
せ
が
入
り
、
当
家
は
在
地
の
郎
党
五
名
を
率

い
主
家
救
出
に
向
か
い
、
無
事
宿
谷
の
地
へ
迎
え
た
と
誌
さ
れ
て
い
る
。

事
蹟
書
に
云
う
「
鎌
倉
の
騒
動
」
と
は
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
新
田
義
貞
等
に
よ
る
鎌
倉
攻
略
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
元
弘
の
役
で
、
世
に
言
う
、
宿
谷
氏
鎌
倉
落
ち
伝
承
で
あ
る
。

南
北
朝
期
に
は
、
関
東
管
領
足
利
氏
の
執
事
職
、
高
ノ
師
直
の
支
配
下
に
あ
っ
た
様
で
あ
る
。（
同
系
図
）

更
に
、
本
事
蹟
書
は
、
七
騎
を
中
核
と
す
る
宿
谷
軍
団
を
宿
谷
衆
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
宿
谷
衆
は
上
杉
氏
の
支
配
下
に

あ
っ
た
が
、
同
氏
の
勢
力
後
退
に
よ
り
、
同
郷
の
毛
呂
氏
と
共
に
小
田
原
北
條
氏
麾
下
に
属
し
、
本
貫
地
東
方
高
麗
川
段
崖

上
に
大
崖
城
を
構
築
、
当
家
に
城
代
を
命
じ
て
い
る
。

大
崖
城
は
別
名
田
波
目
城
と
も
呼
ぶ
、
「
北
條
役
帳
」
に
「
田
波
目
、
葛
貫
百
四
十
一
貫
百
三
十
六
文
、
左
衛
門
佐
殿
」

と
あ
り
、
田
波
目
、
葛
貫
は
、
北
條
左
衛
門
佐
氏
堯
の
所
領
地
で
あ
っ
た
。

大
崖
城
構
築
は
、
小
田
原
北
條
氏
一
門
の
氏
尭
の
指
図
で
、
宿
谷
氏
が
構
築
し
当
家
に
そ
の
城
代
を
命
じ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
築
城
が
室
町
時
代
末
期
で
あ
る
の
で
、
し
か
も
小
田
原
北
條
氏
の
支
配
下
の
小
城
で
、
天
正
十
八
年
小
田
原
の
役
後
廃

城
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
当
家
の
城
代
期
間
は
、
長
く
て
十
年
間
位
で
は
な
か
っ
た
も
の
か
と
推
考
さ
れ
る
。

※

※

※

以
上
が
、
事
蹟
書
中
よ
り
筆
者
が
現
在
迄
に
経
耳
し
た
、
宿
谷
氏
及
び
筆
者
の
家
の
伝
承
以
外
の
伝
承
記
録
で
あ
る
。

二
十
世
紀
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
今
と
な
っ
て
は
、
伝
承
の
経
耳
が
筆
者
の
宿
谷
氏
ひ
い
て
は
郷
土
の
歴
史
追
考
の
唯

一
の
手
段
と
相
成
っ
て
し
ま
っ
た
。

特
に
、
中
世
地
方
史
は
資
料
が
皆
無
に
ひ
と
し
い
の
で
、
い
き
お
い
伝
承
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
状
を
痛
感
す
る
昨
今

で
あ
る
。
そ
の
意
昧
か
ら
す
れ
ば
、
宿
谷
氏
の
伝
承
は
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
し
、
筆
者
の
今
迄
の
宿
谷
氏

追
考
を
裏
付
け
る
伝
承
が
大
部
分
を
し
め
て
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
父
の
他
界
に
よ
っ
て
偶
然
発
見
さ
れ
た
本
事
蹟
書
が
見
事
に
蘇
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
下
田
氏
の
宿

谷
地
区
山
口
氏
居
住
伝
承
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
今
回
の
事
蹟
書
と
同
様
、
正
に
貴
重
な
伝
承
資
料
で
あ
っ
た
。

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
に
言
う
平
安
末
期
葛
貫
に
住
し
宿
谷
の
地
を
開
発
し
、
や
が
て
武
門
の
家
に
と
成
長
す
る
宿
谷
氏
本

貫
の
地
宿
谷
の
荘
も
、
今
日
で
は
筆
者
の
年
代
以
前
の
人
達
は
少
な
く
な
り
、
ど
う
云
う
訳
か
不
明
だ
が
、
他
家
か
ら
の
養

子
の
人
達
が
多
く
更
に
世
代
交
代
に
よ
り
、
宿
谷
氏
事
蹟
伝
承
を
知
る
人
達
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
歴
史
の
流
れ
の

早
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

事
蹟
書
と
、
下
田
氏
の
伝
承
を
頼
り
に
、
裏
付
け
を
取
る
べ
く
、
昨
年
早
春
の
三
月
初
頭
と
同
年
晩
秋
の
中
頃
と
「
兵
者

ツ
ワ
モ
ノ

ど
も
が
夢
の
あ
と
」
宿
谷
の
地
を
歩
い
て
み
た
。

早
春
の
、
静
か
な
山
合
い
の
山
林
の
た
た
ず
ま
い
の
中
を
歩
く
と
、
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
梅
の
花
と
、
ほ
の
か
な
梅
の
香
は

「
物
の
哀
れ
」
を
知
る
鎌
倉
武
土
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
感
じ
で
あ
っ
た
。

紅
葉
の
中
に
再
び
、
此
の
静
か
な
山
林
を
歩
い
た
が
、
早
春
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
何
と
な
く
、
も
の
悲
し
い
感
じ
は
ぬ

ぐ
い
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
宿
谷
氏
累
代
墓
地
を
訪
れ
た
が
、
か
つ
て
の
名
族
で
武
門
の
栄
光
を
極
め
た
墓
地
も
人
手
が
入
ら
ず
院
殿
大
居

士
位
戒
名
の
墓
石
は
前
方
に
倒
れ
か
か
り
雑
草
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。
一
抹
の
侘
し
さ
が
墓
域
を
た
た
ず
み
、
見
る
影
も

な
い
ほ
ど
で
、
流
石
に
歴
史
の
重
み
こ
そ
感
じ
る
が
、
反
面
、
む
な
し
さ
と
歴
史
の
流
れ
の
早
さ
を
肌
で
感
じ
た
。
こ
れ
が
、

世
に
言
う
、
栄
枯
盛
衰
人
の
世
の
習
い
か
…
…
人
の
世
の
歴
史
、
郷
土
の
歴
史
と
は
「
ほ
ろ
び
の
美
学
」
で
あ
ろ
う
か
、
は

宿谷氏七騎筆頭、山口氏の事
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た
ま
た
、
仏
法
に
釈
く
、
諸
行
無
常
の
一
言
で
あ
ろ
う
か
。

ト

「
兵
者
ど
も
が
夢
の
あ
と
」
宿
谷
の
地
を
歩
い
て
、

吹
く
風
に
も
の
の
哀
を
覚
ゆ
れ
ど

な
お
侘
し
き
は
武
士
の
意
地

柊
岳

モ
ノ
ノ
フ

平
成
十
一
年

新
春

誌
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